
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録

開催日時：令和７年１１月１４日（金）   ８：１２～８：２２ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：高 市 早 苗 内閣総理大臣 

林 芳 正 国務大臣（総務大臣） 

平 口  洋 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

片 山 さつき 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

松 本 洋 平 国務大臣（文部科学大臣） 

上 野 賢一郎 国務大臣（厚生労働大臣） 

鈴 木 憲 和 国務大臣（農林水産大臣） 

赤 澤 亮 正 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

金 子 恭 之 国務大臣（国土交通大臣） 

石 原 宏 高 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（防衛大臣） 

木 原  稔 国務大臣（内閣官房長官） 

松 本   尚 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

牧 野 たかお 国務大臣（復興大臣） 

あかま 二 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

黄川田 仁 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

城 内 実 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

小野田 紀 美 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：尾 﨑 正 直 内閣官房副長官 

佐 藤   啓 内閣官房副長官 

露 木 康 浩 内閣官房副長官 

岩 尾 信 行 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件       ２件 

○国会提出案件    １３件 

○公布（条約）     １件 

○政令         ８件 

○人事         ５件 

いずれも、案件表のとおり、決定、了解となった。 
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議事内容： 

○木原国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。 

まず、閣議案件について、尾﨑副長官から御説明申し上げます。 

○尾﨑内閣官房副長官：一般案件等について、申し上げます。まず、「１９９５年の漁

船員訓練、資格証明及び当直基準条約」の締結及び公布について、御決定をお願い

いたします。本件は、先の通常国会で承認を得たものであります。 
次に、信・解任状に認証を仰ぐことについて、御決定をお願いいたします。本件

は、「ルワンダ国」及び「ブルンジ国」駐箚特命全権大使の異動に伴い、交付すべき

信任状及び解任状であります。 
次に、質問主意書に対する答弁書１３件について、お手元の資料のとおり、御決

定をお願いいたします。 
次に、政令８件について、御決定をお願いいたします。まず、「所得税法施行令の

一部改正令」は、交通用具使用者の通勤手当について、所得税の非課税限度額の引

上げを行うものであります。 
次に、「輸出貿易管理令の一部改正令」は、経済産業大臣の承認を要する貨物とし

て、ロンドン議定書附属書に規定する海底下の地層への処分を行うために輸出され

る二酸化炭素を含むガスを追加するものであります。 
次に、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の

一部改正令」は、経営発達支援計画の認定等に係る権限を経済産業大臣から経済産

業局長に委任するものであります。 
次に、「建設業法等の一部改正法の施行期日令」は、同改正法の施行期日を本年１

２月１２日とするものであり、「同法施行令の一部改正令」は、請負契約に係る建設

工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限を定める等の改正を

行うものであります。 
次に、「建築基準法施行令の一部改正令」は、オンライン申請による建築基準適合

判定資格者の登録等に係る手数料の額を定めるものであります。 
次に、「環境影響評価法の一部改正法の一部の施行期日令」は、同改正法の一部の

施行期日を令和８年４月１日とするものであり、「同法施行令及び電気事業法施行

令の一部改正令」は、環境影響評価に係る書類等の公開期間を定める等の改正を行

うものであります。 
次に、人事案件について、申し上げます。まず、平口法務大臣が、第１回日・東

南アジア諸国連合法務大臣会合出席等のため、明日から１６日まで、石原環境大臣

が、気候変動に関する国際連合枠組条約第３０回締約国会議出席等のため、１７日

から２４日まで、それぞれ海外出張されますので、御了解をお願いいたします。 
次に、石原環境大臣に、気候変動に関する国際連合枠組条約第３０回締約国会議

日本政府代表等を、命ずることについて、御決定をお願いいたします。 
次に、さいたま地方裁判所判事金子修を高等裁判所長官に任命することについて、

御決定をお願いいたします。 
次に、岩田耕一外１６０名の叙位又は叙勲について、御決定をお願いいたします。 
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次に、件名外の人事案件について、申し上げます。元内閣総理大臣村山富市を正

二位に叙し、大勲位菊花大綬章を授けることについて、御決定をお願いいたします。

報道関係の取扱いにつきましては、本日午後の御裁可後に発表となっておりますの

で、特に御留意いただきますようお願いいたします。 
○木原国務大臣：次に、内閣総理大臣から御発言がございます。 
○高市内閣総理大臣：平口大臣及び石原大臣は、それぞれ海外出張いたしますが、そ

の出張不在中、小野田大臣を法務大臣の、鈴木大臣を環境大臣の、臨時代理とする

ことといたします。 
○木原国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。 

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。 
御発言はございますか。 
無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和７年 

11月 14日 

◎ 一 般案 件

○ １９９ ５ 年の 漁 船員 の 訓練 及 び資 格 証明 並 びに 当

直 の 基 準 に関す る 国際 条 約へ の 加入 に つい て

（ 決 定 ）              （外 務 省）

☆ ル ワンダ 国 及び ブ ルン ジ 国駐 箚 特命 全 権大 使 仲條

一 哉 に 交 付すべ き 信任 状 及び 前 任特 命 全権 大 使 福

島  功 の 解任状 に つき 認 証を 仰 ぐこ と につ い て

（ 決 定 ）               （ 同上 ）

◎ 国 会 提出 案件

1. 衆 議院 議員八 幡 愛（ れ 新） 提 出首 相 官邸 の 人

事 構 成 に おける 民 間人 材 の比 率 及び 利 益相 反

防 止 策 に 関する 質 問に 対 する 答 弁書 に つい て

（ 決 定 ）           （内 閣 官房 ）

 ○ 1. 衆議院 議 員宮 川 伸（ 立 憲） 提 出Ｐ Ｆ ＡＳ （ 有

機 フ ッ素 化合物 ） 評価 書 及び 対 策に 関 する 質

問 に 対す る答弁 書 につ い て（ 決 定） 

（ 内 閣府 本府 ） 

1. 衆 議院 議員緒 方 林太 郎 （有 志 ）提 出 公益 通 報

者 保 護 法 に関す る 質問 に 対す る 答弁 書 につ い

て （ 決 定 ）          （消 費 者庁 ）

1. 衆 議院 議員藤 原 規眞 （ 立憲 ） 提出 持 続可 能 な

保 護 司 制 度の確 立 に関 す る質 問 に対 す る答 弁

書 に つ い て（決 定 ）       （ 法 務省 ）

1. 衆 議院 議員屋 良 朝博 （ 立憲 ） 提出 朝 鮮国 連 軍

の 日 本 国 内の基 地 使用 に 関す る 質問 に 対す る

答 弁 書 に ついて （ 決定 ）     （ 外 務省 ）

1. 参 議院 議員伊 勢 崎賢 治 （れ 新 ）提 出 ジェ ノ サ

イ ド の 罪 の慣習 国 際法 化 に関 す る質 問 に対 す

る 答 弁 書 につい て （決 定 ）     （ 同上 ）

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
な し

資 料
あ り

資 料
あ り

［ 別　添 ］
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1. 衆 議院 議員屋 良 朝博 （ 立憲 ） 提出 揮 発油 税 等

の 暫 定 税 率廃止 後 にお け る沖 縄 県の 軽 減措 置

に 関 す る 質問に 対 する 答 弁書 に つい て 

（ 決 定 ）            （ 財 務省 ） 

1. 参 議院 議員伊 勢 崎賢 治 （れ 新 ）提 出 アジ ア 開

発 銀 行 （ ＡＤＢ ） の原 発 支援 へ の方 針 転換 に

関 す る 質 問に対 す る答 弁 書に つ いて （ 決定 ）                          

（ 同 上 ） 

1. 衆 議院 議員山 井 和則 （ 立憲 ） 提出 生 活保 護 受

給 世 帯 及 び低所 得 世帯 へ のエ ア コン 設 置推 進

等 に 関 す る質問 に 対す る 答弁 書 につ い て 

（ 決 定 ）          （ 厚生 労 働省 ） 

1. 衆 議院 議員山 井 和則 （ 立憲 ） 提出 訪 問介 護 事

業 所 へ の 支援等 に 関す る 質問 に 対す る 答弁 書

に つ い て （決定 ）         （ 同上 ） 

1. 衆 議院 議員山 井 和則 （ 立憲 ） 提出 病 院と 診 療

所 の 支 援 等に関 す る質 問 に対 す る答 弁 書に つ

い て （ 決 定）           （ 同上 ） 

1. 衆 議院 議員八 幡 愛（ れ 新） 提 出農 業 簿記 の 制

度 的 支 援 に関す る 質問 に 対す る 答弁 書 につ い

て （ 決 定 ）         （ 農林 水 産省 ） 

1. 衆 議院 議員宮 川 伸（ 立 憲） 提 出「 次 世代 の 動

力 」 の 自 衛隊潜 水 艦へ の 活用 に 関す る 質問 に

対 す る 答 弁書に つ いて （ 決定 ）  （ 防 衛省 ） 

 

◎ 公 布（ 条約） 

☆ １ ９ ９５年 の 漁船 員 の訓 練 及び 資 格証 明 並び に 当

直 の 基 準に関 す る国 際 条約 （ 決定 ）  （ 外 務省 ） 

 

◎ 政  令 

○ 所 得 税法施 行 令の 一 部を 改 正す る 政令 （ 決定 ）  
（ 財 務 省 ） 

〃  ○ 輸出 貿易 管 理令 の 一部 を 改正 す る政 令 （決 定 ）  
（ 経 済産 業省）  

資 料  
あ り  

資 料  
な し  

5



 ○ 商 工会 及び 商 工会 議 所に よ る小 規 模事 業 者の 支 援

に 関 す る 法律施 行 令の 一 部を 改 正す る 政令  
（ 決 定 ）            （ 経 済産 業 省）  

〃  ○ 建 設業法 及 び公 共 工事 の 入札 及 び契 約 の適 正 化の

促 進 に関 す る法 律 の一 部 を改 正 する 法 律の 施 行 期

日 を 定め る 政令 （ 決定 ）     （ 国 土交 通 省） 

〃  ○ 建設 業法 施 行令 の 一部 を 改正 す る政 令 （決 定 ）  
（ 同 上 ）  

〃  ○ 建築 基準 法 施行 令 の一 部 を改 正 する 政 令（ 決 定）

（ 国 土交 通 ・財 務 省）  
〃  ○ 環境 影響 評 価法 の 一部 を 改正 す る法 律 の一 部 の施

行 期 日 を 定める 政 令（ 決 定）     （環 境 省）  
〃  ○ 環境 影響 評 価法 施 行令 及 び電 気 事業 法 施行 令 の一

部 を 改 正 する政 令 （決 定 ）       （ 同 上）  
 

◎ 人  事   

 ☆ 法 務大 臣平 口  洋 外 １名 の 海外 出 張に つ いて 

（ 了 解 ） 

○ 環 境 大臣石 原 宏高 に 気候 変 動に 関 する 国 際連 合 枠

組 条 約 第３０ 回 締約 国 会議 日 本政 府 代表 等 を命 ず

る こ と につい て （決 定 ）  
〃  ○ 判事 金子  修を 高 等裁 判 所長 官 に任 命 する こ とに

つ い て （ 決定） 

〃  ☆ 大阪 府立 大 学名 誉 教授 岩 田耕 一 外１ ６ ０名 の 叙位

又 は 叙 勲 につい て （決 定 ） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

 

 

資 料  
あ り  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  
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                 令和７年 

11月 14日 

 

◎ 人  事 

 ○ 元 衆議院 議 員村 山 富市 の 叙位 及 び叙 勲 につ い て 

（ 決 定 ） 

 
 
〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

 

（ 金 ）   件 名 外 案 件 

資 料  
あ り  
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